
日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メールInformation
くらしの情報

令和3（2021）年▪4月令和3（2021）年▪4月 おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。
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な
お
、
路
上
喫
煙
及
び
空
き
缶
等
の
ポ

イ
捨
て
は
周
囲
の
迷
惑
に
な
り
ま
す
の
で
、

区
域
外
に
お
い
て
も
控
え
て
く
だ
さ
い
。

高坂駅周辺指定区域

高坂駅高坂駅
東松山駅東松山駅

東松山駅周辺指定区域

　環境美化重点区域及び路上喫煙禁止区域の範囲

環
境
政
策
課�

☎
63–

5
0
0
6

　

23–

7
7
0
0

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
に
つ
い
て

　

東
松
山
都
市
計
画
の
変
更（（
仮
称
）埼

玉
中
部
資
源
循
環
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
）に

当
た
り
、
都
市
計
画
法
第
17
条
に
基
づ
く

都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

□
都
市
計
画
の
案
の
縦
覧

く
）

都
市
計
画
課

※
原
案
は
市

で
も
確
認
で
き
ま
す
。

□
公
述（
公
聴
会
で
意
見
を
述
べ
る
こ
と
）

の
申
出

市
内
在
住

提
出
方
法　
閲
覧
場
所
に
あ
る
公
述
申

出
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
4
月

23
日
㈮
ま
で
に
直
接
又
は
郵
送（
必

着
）で
〒
3
5
5–

8
6
0
1
松
葉
町

1–

1–

58
都
市
計
画
課
へ
。

□
公
聴
会

4
月
29
日
㈷
午
前
10
時
か
ら

4
月
13
日
㈫
～
27
日
㈫
午
前
8
時
30
分

～
午
後
5
時
15
分（
土
・
日
曜
日
を
除

く
）

吉
見
町
ま
ち
整
備
課
、
東
松
山
市
都
市

計
画
課
、
滑
川
町
建
設
課
、
嵐
山
町
ま

ち
づ
く
り
整
備
課

「
東
松
山
都
市
計
画
ご
み
焼
却
ご
み
処

理
場
」の
変
更
案（
吉
見
町
決
定
）

※
案
は
吉
見
町

で
も
確
認
で
き
ま
す
。

□
案
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出

吉
見
町
、
東
松
山
市
、
滑
川
町
及
び
嵐

山
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人

提
出
方
法　
4
月
27
日
㈫
ま
で
に
直
接
又

は
郵
送（
必
着
）で
〒
3
5
5–

0
1
9
2

吉
見
町
大
字
下
細
谷
4
1
1
吉
見
町
ま

ち
整
備
課
又
は
〒
3
5
5–

8
6
0
1

東
松
山
市
松
葉
町
1–

1–

58
東
松
山

市
都
市
計
画
課
へ
。

■
共
通
事
項

東
松
山
市
都
市
計
画
課

�

☎
21–

1
4
2
5

24–

8
8
5
7

吉
見
町
ま
ち
整
備
課�

☎
63–

5
0
1
8

　

54–

4
2
0
0

都
市
計
画
の
原
案
の
閲
覧
と
公
聴

会
開
催
の
お
知
ら
せ

　
東
松
山
都
市
計
画
公
園（
駒
形
公
園
）の

変
更
案
の
作
成
に
当
た
り
、
皆
さ
ん
か
ら

ご
意
見
を
い
た
だ
く
た
め
、
公
聴
会
を
開

催
し
ま
す
。

□
都
市
計
画
の
変
更
原
案
の
閲
覧

4
月
9
日
㈮
～
23
日
㈮
午
前
8
時
30
分

～
午
後
5
時
15
分（
土
・
日
曜
日
を
除

総
合
会
館
4
階
多
目
的
ホ
ー
ル

※
公
述
希
望
者
が
多
い
場
合
は
、
公
述
人

を
選
定
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
公
述
人

1
人
あ
た
り
の
公
述
時
間
は
、
お
お
む
ね

10
分
以
内
と
な
り
ま
す
。

※
公
述
人
が
い
な
い
場
合
は
公
聴
会
を
中

止
し
ま
す
。

※
傍
聴
を
希
望
す
る
人
は
、
4
月
26
日
㈪

以
降
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
共
通
事
項

都
市
計
画
課�

☎
63–

5
0
0
1

　

24–

8
8
5
7

に
配
布
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
市

で
も

公
開
し
て
い
ま
す
。

※
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
を
利
用
す
る
た
め

に
は
登
録
が
必
要
で
す
。ま
た
、乗
車
の
際

は
登
録
者
証
を
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

地
域
支
援
課�

☎
21–

1
4
3
5

　

23–

2
2
3
6

く
ら
か
け
清
流
の
郷

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
場
オ
ー
プ
ン

4
月
1
日
㈭
～
11
月
30
日
㈫
午
前
9
時

～
午
後
5
時

神
戸
5
5
9–

1

環
境
美
化
協
力
金
5
0
0
円（
普
通
車
）

※
環
境
美
化
協
力
金
と
は
、
ご
み
処
理
や

除
草
費
用
の
一
部
を
利
用
者
に
ご
負
担
い

た
だ
き
、
鞍
掛
橋
周
辺
の
環
境
美
化
に
活

用
し
ま
す
。

く
ら
か
け
清
流
の
郷
管
理
事
務
所

�
☎
81–

6
8
6
8

駅
周
辺
は
路
上
喫
煙
が
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す

　
東
松
山
の
ま
ち
を
み
ん
な
で
美
し
く
す

る
条
例
に
基
づ
き
、
東
松
山
駅
及
び
高
坂

駅
周
辺
の
指
定
区
域
内
で
の
路
上
喫
煙
及

び
空
き
缶
等
の
ポ
イ
捨
て
を
禁
止
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
っ
た
場
合
、

指
導
・
勧
告
を
行
い
、
改
善
さ
れ
な
い
場

合
は
2
千
円
の
過
料
を
科
す
場
合
が
あ
り

ま
す
。
受
動
喫
煙
防
止
及
び
環
境
美
化
推

進
の
た
め
、
違
反
に
該
当
す
る
行
為
は
控

え
て
く
だ
さ
い
。

デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
の
乗
降
ポ
イ

ン
ト
を
更
新
し
ま
す

　
市
で
は
市
内
の
公
共
交
通
機
関
の
空
白

区
域
の
移
動
手
段
を
確
保
し
、
利
用
者
の

利
便
性
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
、
市
内
全

域
で「
東
松
山
市
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
」を

実
施
し
て
い
ま
す
。

　
4
月
1
日
㈭
か
ら
新
し
い
乗
降
ポ
イ
ン

ト
一
覧
で
運
行
し
ま
す
。

【
新
規
】

番
号

施
設
名

地
区

C–

59
あ
ぴ
っ
く
こ
ど
も
園

松
山

E–

21
梨
花

東
平

F–

70
村
山
皮
フ
科

高
坂

G–

52
こ
も
れ
び
歯
科

小
松
原
町

H–

43
癒
楽
接
骨
院

松
本
町

I–

48
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
セ
キ�

神
明
町
店
神
明
町

【
変
更
】

番
号

施
設
名

地
区

A–

79
農
協
東
松
山
北
支
店
前（
旧
農
協
本
店
前
）
加
美
町

B–

12
埼
玉
中
央
農
協�

東
松
山
北
支
店
加
美
町

B–

16
埼
玉
中
央
農
協�

東
松
山
南
支
店
下
青
鳥

D–

25
高
坂
駅
前
交
番
高
坂
西
派
遣
所
松
風
台

【
廃
止
】

番
号

施
設
名

地
区

B–

13
埼
玉
中
央
農
協�

大
岡
支
店

大
谷

B–

14
埼
玉
中
央
農
協�

唐
子
支
店

下
唐
子

F–

7
岩
田
診
療
所

上
唐
子

F–

13
柿
澤
医
院

岩
殿

H–

11
健
剛
整
骨
院

高
坂

I–

11
ス
ー
パ
ー
オ
ザ
ム�

東
松
山
店

松
本
町

　
更
新
後
の
乗
降
ポ
イ
ン
ト
一
覧
は
市
役

所
、
各
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
や
乗
車
の
際

東松山市つくってためて安心な自立型エコタウン推進補助金　申請受付開始

※補助金合計額のうち2万円分は地域経済の活性化を
図るため、地域通貨「ぼたん圓」で交付します。
※補助対象設備・車両は、事業完了から30日以内の
ものに限ります。
次のいずれかに該当する人
・自ら居住（申請者の住民票があること）する市内の住
宅に補助対象設備を設置する人（住宅の新築に合わ
せ補助対象設備の設置を含みます）

・自ら居住（申請者の住民票があること）する予定の補助
対象設備が設置された建売住宅を市内に購入する人

・補助対象車両を導入し、初度登録時の住所が市内で
ある人

受付期間　令和4年2月28日（月）まで
　ただし、受付期間内でも申請が予算額に達した場合
は受付を終了します。
・ 補助申請は、原則、対象設備の設置工事着手又
は対象車両の初度登録前にしてください。事業完了
後の事後申請も可能ですが、補助を受けることがで
きない場合があります。交付申請書に必要書類を添
付し、環境政策課へ。

※詳細は市 をご確認いただくか、環境政策課へお問
い合わせください。
　☎63-500623-7700

区分 補助対象設備・車両 補助金額 条件等

設備

家庭用蓄電池
（定置用リチウムイオン蓄電池）
※公称最大蓄電容量4kWh以上

20万円太陽光発電設備（最大出力2.5kW以上）と同時設置の場合

15万円上記以外
Ｖ２Ｈ
（電気自動車及びプラグインハイ
ブリッド自動車と住宅とで電力
を相互に供給し合うシステム）

20万円自立運転時に太陽光発電との連携技術を備えた系統連系型V2H

5万円上記以外

車両
電気自動車

15万円 V2Hと同時に補助申請を行う場合
10万円上記以外

プラグインハイブリッド自動車
10万円 V2Hと同時に補助申請を行う場合
5万円上記以外

　マイナンバーカードをより多くの人に申請していただくため、
市民課窓口及び各市民活動センターで申請時来庁方式による申請
受付を行っており、今年度から新たに市内商業施設でも申請受付
を行います。
　この申請方式では、受付する際に本人確認を行いマイナンバー
カードの交付は郵送（本人限定受取郵便）で行います。受付時に写
真を撮影するため、事前に顔写真を用意する必要もありません。
また、事前予約制のため、待ち時間なく手続きが行えます。
通知カード、住民基本台帳カード（お持ちの人のみ）、身分証明書
・ 申請受付は、事前予約制となります。希望される人は、
市民課へ。☎21-140223-2234

ところ 日にち
市民課 平日　火～金曜日
松山市民活動センター 4月13日（火）
ピオニウォーク東松山 4月14日（水）
大岡市民活動センター 4月15日（木）
唐子市民活動センター 4月21日（水）
高坂市民活動センター 4月22日（木）

※5月以降も引き続き申請受付を行う予定です。
※申請書をお持ちの人は、郵送又はスマートフォン等からオンラ
イン申請することもできます。その場合、カードの交付時に来庁
する必要があります。

マイナンバ―カードの申請受付について


